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令和２年５月１日  

 

岐阜県行政書士会会長 様 

 

岐阜県環境生活部廃棄物対策課長  

 

 

新型コロナウイルス感染症の感染拡大に伴う産業廃棄物処理業等の許 

可申請等の取扱いについて 

 

 日頃から、県の廃棄物行政に御理解と御協力をいただき厚くお礼申し上げます。 

  新型コロナウイルス感染症の感染拡大を受けた更新許可事務における対応につい

て、別添のとおり環境省環境再生・資源循局廃棄物規制課から通知がありました。 

通知内容を鑑み、事業者が岐阜県に対して行う産業廃棄物及び自動車リサイクル

法関連の許可及び登録申請について、当面の間、別紙のとおり取り扱うこととしま

したので御承知おきいただくとともに、貴会員へ周知くださるようお願いします。 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

                         

岐阜県環境生活部 

廃棄物対策課 産業廃棄物係 

担当係長 神 谷 担 当 三 好 

ＴＥＬ 058-272-8217 

ＦＡＸ 058-278-2607 



（別紙） 

（特別管理）産業廃棄物処理業者 様 

自動車リサイクル法関連事業者  様 

                     

岐阜県環境生活部廃棄物対策課産業廃棄物係 

 

新型コロナウイルス感染症の感染拡大に伴う産業廃棄物処理業等の許可申請 

等の取扱いについて 

 

 令和２年４月２７日付けで環境省環境再生・資源循局廃棄物規制課から「新型コロナウ

イルス感染症の感染拡大を受けた更新許可事務における対応について（通知）」が発出さ

れたことを受け、岐阜県では産業廃棄物処理業等の許可及び登録（以下「許可等」といい

ます。）について、当面の間、郵送での申請を認めることとしました。 

つきましては、申請書類の郵送にあたっては、下記の事項に御留意ください。 

なお、対面での申請を妨げるものではないことを申し添えます。 

 

記 

 

１ 対象となる許可等について 

（１）廃棄物処理法の規定に基づき、岐阜県に申請を行う産業廃棄物に関する許可等 

（２）自動車リサイクル法の規定に基づき、岐阜県に申請を行う許可等 

 

２ 申請に係る留意事項 

（１）郵送時期に関すること 

  ・申請書類の受付日は、申請書類の提出先である行政庁に到着した日となります。 

・更新申請を行う場合、従前の許可の有効期間の満了日までに申請書類が到着する必要

があり、有効期間を経過してから到着した申請は受付を行うことはできません。 

※消印有効ではありません。 

   ※従来、許可の有効期間の満了日の２カ月前の申請を推奨しています。 

  ・郵便による岐阜県収入証紙の購入には、時間を要するため、余裕をもって準備をして

ください。 

 

（２）郵送方法等に関すること 

  ・事前に、申請者から申請書類の提出先である岐阜地域環境室又は県事務所（以下「県

事務所等」という。）へ申請書類を郵送する旨の連絡をしてください。 

  ・簡易書留等、郵便記録が追跡可能な方法により行ってください。 

・申請書類の控えに受付印を押印して返却を行うため、許可証を郵送するための返信用



（別紙） 

封筒のほか、申請書類の控えの返信用封筒を必要な額の切手を貼付のうえ、同封して

ください。 

 

（３）申請手数料の納入方法等に関すること 

・申請手数料は、申請書類の提出時に納付する必要があり、岐阜県収入証紙（以下「県

証紙」という。）を貼付する以外の方法は認められません。 

・必要な額の申請手数料が納付（県証紙が貼付）されない場合には、申請書類を受け付

けることはできません。 

そのため、電子メールや FAXによる申請書類の提出は認めません。 

・前述のとおり、更新申請の場合に、従前の許可の有効期間を経過してから到着した申

請は受付を行うことはできません。これは、到着した申請書類に必要な額の県証紙が

貼付されていない場合において、有効期間内に証紙により手数料が納入されなかっ

た場合も同様とします。 

 

（４）添付書類に関すること 

・添付書類のうち、講習会の修了証等の添付が困難なものがある場合には、事前に申請

書類の提出先である県事務所等に相談をしてください（申請書の郵送に関する事前

連絡を行う際に申し出でください）。 

・取得に時間を要すると考えられる書類については、余裕をもって準備をしていただく

とともに、業者が自ら単独で作成できる書類など、現状で用意することができる書類

は添付漏れがないよう十分注意してください。 

・また、申請書の提出に添付を行わなかった書類については、添付が可能となった時点

で、速やかに提出を行う必要があります。 

 

（５）岐阜県収入証紙の郵便による購入方法 

岐阜県収入証紙については、県の機関や県内外の一部の金融機関で販売しているほ 

か、郵送でも購入することができます。詳細は次のリンク先を参照ください。 

 ○ 岐 阜 県 公 式 ホ ー ム ペ ー ジ 「 岐 阜 県 収 入 証 紙 に つ い て 」 

https://www.pref.gifu.lg.jp/kensei/ken-gaiyo/soshiki-annai/suito-

jimukyoku/suito/shoshi.html 

以上 


